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【手続補正書】
【提出日】平成28年5月17日(2016.5.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドラフト電子通信メッセージの管理を提供する方法であって、
　電子メール・メッセージを生成するために、選択の指標を受け取るステップと、
　前記電子メール・メッセージのドラフトを保存するステップと、
　前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを含む電子メール・メッセ
ージ・アイテムと別のメールボックス・フォルダーからの複数の電子メール・メッセージ
・アイテムとについての凝集されたリストを表示するステップと、
　前記ドラフト・アイテムの選択の指標を受け取るステップと、
　前記ドラフト電子メール・メッセージのインラインを前記電子メール・メッセージ・ア
イテムの凝集されたリストと共に表示するステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、更に、
　別のタスクを実行するために、選択の指標を受け取るステップと、
　前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを、１つ以上のメールボッ
クス・フォルダーにおける前記電子メール・メッセージ・アイテムの凝集されたリストに
含めるのを続けるステップと
を含む、方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法であって、前記ドラフト電子メール・メッセージの選択の指標を受
け取るステップが更に、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを保存し、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを送信し、または、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを削除する
　ための指標を受け取るステップと、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを保存するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを保存すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォ
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ルダーにおける前記電子メール・メッセージ・アイテムの凝集されたリストにおいて、前
記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを更新するステップと、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを送信するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを送信すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォ
ルダーにおける前記電子メール・メッセージ・アイテムの凝集されたリストから、前記ド
ラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを除去するステップと、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを削除するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを削除すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォ
ルダーにおける前記電子メール・メッセージ・アイテムの凝集されたリストから、前記ド
ラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを除去するステップと
を含む、方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法であって、前記電子メール・メッセージのドラフトを保存するステ
ップが、
　　電子メール・メッセージを生成するための選択の指標の受け取り、
　　前記電子メール・メッセージを保存するための選択の指標の受け取り、
　　前記電子メール・メッセージをクローズするための選択の指標の受け取り、
　　別のタスクを実行するための選択の指標の受け取り、または、
　　電子メール・メッセージを生成するための選択の指標の受け取りの後に、所定の時間
量の経過の指標の受け取り
　の内の１つの後に、前記電子メール・メッセージのドラフトを保存するステップを含む
、方法。
【請求項５】
　請求項４記載の方法において、前記電子メール・メッセージのドラフトを保存するステ
ップが、
　　ドラフト・フォルダー、
　　インボックス・フォルダー、
　　メールボックス・フォルダー、
　　ドラフト・フォルダーおよびインボックス・フォルダーのコンテンツを含む凝集され
たフォルダー、または
　　ドラフト・フォルダーおよびメールボックス・フォルダーのコンテンツを含む凝集さ
れたフォルダー
　の内１つ以上に前記ドラフト電子メール・メッセージを保存するステップを含む、方法
。
【請求項６】
　請求項１記載の方法であって、前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイ
テムを、１つ以上のメールボックス・フォルダーにおける前記電子メール・メッセージ・
アイテムの凝集されたリストに含める前記ステップが、前記ドラフト電子メール・メッセ
ージを、ドラフトとして区別する識別子を含めるステップを含む、方法。
【請求項７】
　請求項６記載の方法において、前記ドラフト電子メール・メッセージをドラフトとして
区別する識別子を含める前記ステップが、前記ドラフト・アイテムで「ドラフト」という
ワードを含めるステップを含む、方法。
【請求項８】
　請求項１記載の方法であって、前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイ
テムを、１つ以上のメールボックス・フォルダーにおける前記電子メール・メッセージ・
アイテムの凝集されたリストに含める前記ステップが、生成された順に、また、新規のメ
ッセージが受信されまたは前記１つ以上のメール・フォルダーに移動されたときに、前記
ドラフト・アイテムをリスト化するステップを含む、方法。
【請求項９】
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　請求項１記載の方法であって、前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイ
テムを、１つ以上のメールボックス・フォルダーにおける前記電子メール・メッセージ・
アイテムの凝集されたリストに含める前記ステップが、前記１つ以上のメールボックス・
フォルダーにおける前記電子メール・メッセージ・アイテムの凝集されたリストの開始に
おいて前記ドラフト・アイテムをリスト化するステップを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の方法であって、前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイ
テムを、１つ以上のメールボックス・フォルダーにおける前記電子メール・メッセージ・
アイテムの凝集されたリストに含める前記ステップが、１つ以上の選択制御を設けて、ド
ラフト・アイテム・グルーピングを含む１つ以上のグルーピングによって電子メール・ア
イテムをソートするステップを含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１０記載の方法であって、更に、前記ドラフト・アイテム・グルーピングの選択
の指標を受け取り、ドラフト電子メール・アイテムの表示を設けるステップを含む、方法
。
【請求項１２】
　ドラフト電子通信メッセージの管理を提供するシステムであって、
　メモリ・ストレージと、
　該メモリ・ストレージに結合される処理ユニットと
を備え、前記処理ユニットが、
　　電子メール・メッセージを生成するために選択の指標を受け取り、
　　前記電子メール・メッセージのドラフトを保存し、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージおよび複数の非ドラフト電子メール・メッセー
ジのドラフト・アイテムを含む電子メール・メッセージ・アイテムの凝集されたリストを
表示し、
　　前記ドラフト・アイテムの選択の指標を受け取り、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージのインラインを前記電子メール・メッセージ・
アイテムの凝集されたリストと共に表示する
　ように動作可能である、システム。
【請求項１３】
　請求項１２記載のシステムにおいて、前記処理ユニットが、更に、
　別のタスクを実行するために、選択の指標を受け取り、
　前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを、前記１つ以上のメール
ボックス・フォルダーにおける前記電子メール・メッセージ・アイテムの凝集されたリス
トに含めることを続ける
ように動作可能である、システム。
【請求項１４】
　請求項１２記載のシステムにおいて、前記処理ユニットが、更に、
　前記ドラフト電子メール・メッセージの選択の指標を受け取り、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを保存し、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを送信し、または、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを削除する
　ための指標を受け取り、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを保存するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを保存すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォ
ルダーにおける前記電子メール・メッセージ・アイテムの凝集されたリストにおいて前記
ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを更新し、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを送信するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを送信すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォ
ルダーにおける前記電子メール・メッセージ・アイテムの凝集されたリストから、前記ド
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ラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを除去し、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを削除するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを削除すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォ
ルダーにおける前記電子メール・メッセージ・アイテムの凝集されたリストから、前記ド
ラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを除去する
ように動作可能である、システム。
【請求項１５】
　請求項１４記載のシステムにおいて、前記処理ユニットが、更に、
　前記電子メール・メッセージのドラフトを、
　　ドラフト・フォルダー、
　　インボックス・フォルダー、
　　メールボックス・フォルダー、
　　ドラフト・フォルダーおよびインボックス・フォルダーのコンテンツを含む凝集した
フォルダー、または
　　ドラフト・フォルダーおよびメールボックス・フォルダーのコンテンツを含む凝集し
たフォルダー
　の内１つ以上に保存し、
　前記電子メール・メッセージのドラフトを、
　　電子メール・メッセージを生成する選択、
　　前記電子メール・メッセージを保存する選択、
　　前記電子メール・メッセージをクローズする選択、
　　別のタスクを実行する選択、
　　電子メール・メッセージを生成する選択の指標を受け取った後、所定の時間量の経過
　の内の１つの指標を受け取ったときに保存する
ように動作可能である、システム。
【請求項１６】
　請求項１２記載のシステムにおいて、１つ以上のメールボックス・フォルダーにおける
前記電子メール・メッセージ・アイテムの凝集されたリストにおける前記ドラフト電子メ
ール・メッセージのドラフト・アイテムが、前記ドラフト電子メール・メッセージをドラ
フトとして区別する識別子を含む、システム。
【請求項１７】
　請求項１２記載のシステムにおいて、前記電子メール・メッセージ・アイテムの凝集さ
れたリストが、１つ以上のドラフト・アイテムおよび１つ以上の電子メール・メッセージ
を含み、前記ドラフト・アイテムおよび電子メール・メッセージが最も新しいものから最
も古いものへとソートされる、システム。
【請求項１８】
　ドラフト電子通信メッセージの管理を提供するためのコンピューター実行可能命令を有
するコンピューター可読媒体であって、
　電子メール・メッセージを生成するために、選択の指標を受け取り、
　前記電子メール・メッセージのドラフト・アイテムをドラフト・メールボックス・フォ
ルダーに保存し、
　前記電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを含む電子メール・メッセージ・ア
イテムと別の１つ以上のメールボックス・フォルダーからの複数の電子メール・メッセー
ジ・アイテムとについての凝集されたリストを表示し、
　別のタスクを実行するために、選択の指標を受け取り、
　前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを、前記電子メール・メッ
セージ・アイテムの凝集されたリストに含めることを続け、
　前記ドラフト電子メール・メッセージの選択の指標を受け取り、
　前記ドラフト電子メール・メッセージのインラインを前記電子メール・メッセージ・ア
イテムの凝集されたリストと共に表示し、
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　　前記ドラフト電子メール・メッセージを保存し、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを送信し、または、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを削除する
　ための指標を受け取り、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを保存するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを保存すると共に、前記電子メール・メッセージ・アイテ
ムの凝集されたリストにおいて前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテ
ムを更新し、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを送信するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを送信すると共に、前記電子メール・メッセージ・アイテ
ムの凝集されたリストから、前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテム
を除去し、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを削除するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを削除すると共に、前記電子メール・メッセージ・アイテ
ムの凝集されたリストから、前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテム
を除去する
ことを含む、コンピューター可読媒体。
【請求項１９】
　請求項１８記載のコンピューター可読媒体であって、前記ドラフト電子メール・メッセ
ージのドラフト・アイテムを、前記電子メール・メッセージ・アイテムの凝集されたリス
トに含めることが、
　１つ以上の選択制御を設けて、ドラフト・アイテム・グルーピングを含む１つ以上のグ
ルーピングによって電子メール・アイテムをソートし、
　前記ドラフト・アイテム・グルーピングの選択の指標を受け取り、
　ドラフト電子メール・メッセージ・アイテムの表示を設ける
ことを含む、コンピューター可読媒体。
【請求項２０】
　請求項１８記載のコンピューター可読媒体であって、１つ以上の別のメールボックス・
フォルダーからの前記複数の電子メール・メッセージ・アイテムが、インボックス・フォ
ルダーからの複数の電子メール・メッセージ・アイテムを含む、コンピューター可読媒体
。
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